
パソコン使用中に「ウイルスに侵された」と警 告 画 i面

が出て動かなくなつた。大手ソフトウェア会社のマーク

等とともに電話 番 号 が表示されたので信用し、電話を

すると「遠隔操作で同日させるのにサポート契約が
必要」と言われた。その契約のためにはコンビニで電
子マネーを購入し番号の入力が必要とのことで、5万

亀  円分購入し入力したもし

かし「入力間違いで無効

になつた」などと言わ

れ、何度も購入と番号の

入力をさせられ、結局約

60万円も支払つてしま

つた。 (80歳代)
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面 は偽 物 :

「見守り新鮮情報第473号」独立行政法人国民生活センター

電話しちゃ

ダメで引

● インターネット利用中に、突然警告画面や警告音が出たら、慌てず、まずは偽物で

はないかと疑いましょう。表示された電話番号には絶対に連絡しないでください。自

分で判断できない場合は、周りの人に相談しましょう。

● 指示されるままに遠隔操作ソフトのインストールに同意したり、サポート契約等の支払い

のためにと、プリペイド型電子マネー等の購入を求められても応じてはいけません。

● 契約や解約について困つたときは消費生活センター等に、警告画面の消去方法など

の技術的な相談については、独立行政法人情報処理推進機構 (IPA)の情報セキュ

リティ安心相談窓口にこ相談ください。相談窓回は本誌 3ページをご覧ください。

回
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審■0害献鵬 のトラカレに

インターネットで検索⇒格安料金の業者を呼んだところ…・

「ゴキプリの
'臓

もある」

「ネズミがたくさんいるJ

「放つておくと近所に迷惑がかかる」

「すぐに駆除した方がいい」

「このままだと蜂に刺されて死ぬ」

「今なら安くする」、などなど

蜂やゴキブリ、トコジラミ、カメムシ、ネズミ、イタチなどの害虫・害家を駆除しても

らう「害虫・害獣駆除サービス (ペス トコントロール※)」 の相談がi曽えています。ネット

検索し、格安料金を表示する業者を呼んだところ、表示とは大き<異なる高額料金を提示

されるといつた事例が特に多<、 若い世代が契約当事者となるケースが目立ちます。

※ペストコント□―ルとは? ⇒ペスト (=害虫・ さまざまな有害生物)

⇒コント□―ル (=管理する・制御する)

・ ・ ・ ・ ハ ラ ブ ル 房 量

`房

脅 つ ■ ・
ο
・ ・

★極端に安い価格を表示するサイトや広1告に注意する:

★最低料金で依頼できることはまずないと知る。

★できる限り複数社と相見積もりを取り、比較検討する。

★不安をあおる業者、契約を急かす業者とは契約しない。

★ネット検索し、一番上に表示されている業者が信頼できるとは限らない。

★不本意な請求を受けた場合、その場で現金で全額を支払わない。

『

イヤな虫・迷惑な虫・防除方法などについて知りたい方は『大阪府衛生害虫検索システム』

とインターネットで入力・検索し、ご覧ください。

注意しましょう!

見穣無料・ 追加料金なし

24時間365日対応 :

総額躙頼   す



1日 5分 !スキマ

簡単 !初心者
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※ 遠隔操作アプリとは?⇒自分のスマホやパソコンに遠隔地の第三者が接続し、互いに

画面を共有しながら操作を行うアプリのことです。パソコンメーカーや通信事業者がユー

ザーサポートを行う際に利用することが多いですが、消費者トラブルでは、消費者の端末
が悪質業者に画面共有された状態で、①消費者に借り入れをさせる際にサポートをする②
消費者の端末を勝手に操作し送金する③消費者にとって大事なメールなどの履歴を無断で

消去するなどの被害がみられます。

【相談事例】
・副業の高額サポートを勧められ、「お金がない」と断ると遠隔操作アプリで消費者金融で

借金する方法をサポートされた。
・遠隔操作アプリで自分の銀行□座から勝手に業者の関連会社の□座に送金された。
・遠隔操作アプリで勧誘や契約のやり取りの全履歴が消去された。

★「簡単に誰でも稼げる」「借金は収益ですぐに返せる」などの勧誘 トークをうのみにしな

いようにしましょう。「借金」は絶対にしないで<ださい。     |
★遠隔操作で貸金業者のサイ トに登録した場合、IDやノヽスワードはすぐに変更しましょう。

★遠隔操作を即時中断させたい場合は、機内モー ドにする (無線 LAN機能オフ)、 ルータ

ーの電源を落とすなど、ネットワークを切断して<ださい。

☆クレジットカー ド情報などが悪質業者に知られた場合は直ちにパスワー ドを変更し、カ

ード会社へ連絡、カー ドの利用を停止しましょう。

★不要なアプリはアンインス トールしましょう:

端末に関する技術的な点についてア ドバイスが必要な場合は、独立行政法人情報処理推

進機構 (IPA)の「1情報セキュリティ安′b相談窓□」へ電話かメールで相談しましょう。

電話 :03-5978-7509 (10時 ～12時、13時 30分～17時、平日のみ)

メールア ドレス :anshin@ipa.go.ip

ますは、副業の説明
に必要なアプリをス
マホに入れましょう

遠隔操作アプリは安易にインストールしないで !
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5月 30日 (本 )、 消費者月間記念請演会を

市立保健センターで開催しました。

講師には三浦直樹弁護士 (大阪弁護士会所属)

をお招きし、「高齢期の住まいのあり方～リー

スノヽックつてなあに?!～」というテーマで

90分間ご講演いただきました。

高齢期において『今の住まいをどうするか ?』

は、大きなテーマではないでしょうか。今回は、

自宅に住み続けながら自宅を現金イヒする『リー

スバック』と『リバースモーゲージ』、この 2

つの手法の相違点、それぞれのメリットとデメ

リット、契約時の注意点や トラブル事例等具体

的なお話をお間きすることができました。

講演後の参加者のアンケートでは「高齢者が

単独で契約するにはリスクが大きい」「名前は

間いていたが初めて内容を知った」「リースバ

ックはやめておこうと思つた」等、慎重かつ率

直なご感想をいただきました。

当講演会が、暮らしの中lbである住まいの終

活についても想像を巡らせ、検討する機会にな

ればと願います。ご参加くださいました 22名

の皆さま、ありがとうございました。

殷也を理吻冬颯燿雉は
「公営住宅を退去する際の原状回復費用は借主の負担 ?」

 ヽ __  ノ 間)公営住宅を退去する際、畳の表替えやふすまの張替え等の費用として

約 10万円を請求されました。通常の使用による損耗・ 汚損は毎月の賃

料に含まれているのでは?全額請求されたことに納得できません。

答)民間の賃貸住宅の契約では、ほとんど例外な<退去時の原状回復義務

が定められています。原状回復義務の範囲は、最高裁が「通常の使用によ

る損耗」は含まれず、賃借人の故意・過失によるものに限定しています。
饉これは、「通常の使用による損耗」による貸主の損失は毎月の家賃に含まれ

ているという考え方によるものです。では、/AN営住宅の場合はどうでしょうか?結論から言いま

すと、公営住宅の家賃には「通常の使用による損耗」分は含まれていないという見解が下級審の

判決において示されており、上級審においても支持される可能性が高いです。この判決の理由は、

公営住宅の家賃が民間の賃貸住宅に比して特に低廉に設定されていることや、建設時からの経過

年数に応じて建物減価分が毎年減額されていることが挙げられます。しかし、補修費用が適切か

どうか、補1多の要否、見積金額が相場に照らして高額ではないかという点にも注意が必要です。

疑Fo3があれば、貸主側に請求根拠の説明を求めましょう。  (出 典 :国民生活 2024年 3月号)
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【案内図】 辟露
潤目生活センター
平日・ fO:00～ :2:00・ i3:00～ :6:00

電話番号 439-5281俯 談専円)

●平日16:00～ 17800てお急ぎの場合 諮 俯凸辟了鼈儡抒  鼈貪辟 _破

大阪府消費生活センターでも受付可能です

06‐ 6616‐ 0888(大 阪府消費生活センター)  府民情報プラザ

●)運塁末瀬l薗餐(年末年鮨除<10:00～ 16:00)

土曜日/06‐4790¨8110             フ
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消費生活センター

(保健センター 3F)

□―ズバス :

保健センター前

「<らしめ一る」は、消目生活センクー・・市役所 。市ロセンクー・地区公目館などにも置しヽてあります。


